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平成１5 年２月１２日 
各   位 
 

会 社 名 日立キャピタル株式会社 

代表者名 取締役社長 村田 嘉一 

（コード番号：８５８６・東証第一部） 

問合せ先 ＣＩ･広報部長 小倉 昭夫 
(TEL：０３-３５０３-２１１８) 

 
 
 

会社分割によるカード事業部門の分社化に関するお知らせ 
 
 

当社は平成１４年１０月２４日に発表したカード事業の分社化に関し、本日開催の当社取締役会にお
いて、平成１５年４月１日を分割期日とする、日立カードサービス株式会社へのカード事業の承継に
ついての詳細を決定しましたので、お知らせいたします。 

 
 

記 
 

１．会社分割の目的 
当社のカード事業は、日立グループ並びに親密お取引先企業を金融サービス面からサポートする

ためのインフラを担う事業であります。当事業を分社することによって経営の一層の強化を図り、

顧客の創造および顧客満足度の更なる向上を目指してまいります。 
 

２．会社分割の要旨 

（１） 分割日程： 

分割契約書承認取締役会   平成１５年２月１２日 
分割契約書調印日         平成１５年２月１２日 
分割契約書承認株主総会   平成１５年２月２７日（予定） 

（但し、日立カードサービス株式会社のみ） 

分割期日                 平成１５年４月  １日（予定） 

分割登記（承継会社）     平成１５年４月  １日（予定） 

（２） 分割方式： 

当社を分割会社とし、日立カードサービス株式会社を承継会社とする分社型吸収分割方式

を採用します。また、商法第 374 条ノ 22 の規定に基づき、当社の株主総会の承認を得ないこ
ととします。 

（３） 当該分割方式を採用した理由： 

事業の集約による効率化が図られ、会社分割後も引き続き経営権を維持できる分社型吸収

分割方式を採用しました。 
（４） 株式の割当： 

１．株式割当比率 
当社に、日立カードサービス株式会社の本分割に伴い発行する株式のすべてである 

１４,０００株を割当て交付します。 
２．株式割当比率の算定根拠 

日立カードサービス株式会社は当社の 100％子会社であり、かつ本分割は分社型（物的分

割）のため、当社の純資産額が分割前後において変化せず、当社の株主にも直接影響を与

えません。従いまして、両社協議の上割当株数を決定しております。 
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３．第三者機関による算定結果、算定方法および算定根拠 
第三者機関による算定は実施しておりません。 

（５） 分割交付金： 

分割交付金の支払はありません。 

（６） 承継会社が承継する権利義務： 

日立カードサービス株式会社は分割期日において、当社のカード事業開発部に属する資産、

負債、契約上の地位等を引き継ぎます。なお、承継する債務について当社はすべて重畳的債

務引受をします。 
また、分割期日においてカード事業開発部に属する従業員にかかる雇用契約および当社と

当該従業員との間のすべての権利義務を承継します。 
（７） 債務履行の見込み： 

分割期日までの分割会社および承継会社の資産及び負債について大きな変動は予想されず、

分割期日後の両社の事業において債務の履行に支障をきたすような特別の事態の発生は現在

のところ予想されておりません。従いまして、分割会社および承継会社共に承継後の資産、

負債並びにその他の債権債務を勘案し、純資産額を考慮した結果、債務履行の見込みは十分
に確保されているものと考えております。 

（８） 承継会社に新たに就任する役員： 

新たに就任する役員はおりません。 

 

３．分割当事会社の概要 

（平成１４年３月 3１日現在：但し、日立カードサービス株式会社は平成１４年１２月３1 日現在） 
（１）商号 日立キャピタル株式会社 

（分割会社） 
日立カードサービス株式会社 

（承継会社） 
（２）事業内容 その他金融業 クレジットカード業 
（３）設立年月日 昭和 3２年９月 10 日 平成 14 年 10 月 1 日 
（４）本店所在地 東京都港区西新橋ニ丁目 15 番

12 号 
東京都港区西新橋ニ丁目 15 番

12 号 
（５）代表者 取締役社長 村田 嘉一 取締役社長 大和 洋正 
（６）資本金 94 億 59 百万円 300 百万円 
（７）発行済株式総数 134,191,626 株 6,000 株 
（８）株主資本 212,739 百万円               2 9 9 百万円 
（９）総資産 1,716,526 百万円               2 9 9 百万円 
（10）決算期 ３月 31 日 ３月 31 日 
（11）従業員数 2,266 名 ― 
（12）主要取引先 企業及び一般消費者 ― 
（13）大株主及び持株比率 
     (平成 14 年 3 月 31 日現在) 

株式会社日立製作所（50.11％） 日 立 キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社

（100.00％） 
（14）主要取引銀行 株式会社みずほ銀行 

株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 
株式会社ＵＦＪ銀行 

株式会社ＵＦＪ銀行 

資本関係 当社の 100％出資会社 
人的関係 当社の役員２名および従業員 

２名が、承継会社の役員を兼務 

 
（15）当事会社の関係 

取引関係 ― 
 
 
 



3 

（16）最近３決算期間の業績 
 日立キャピタル株式会社（分割会社） 
決算期 平成 12 年３月期 平成 13 年３月期 平成 14 年３月期 
営業収益 65,095 百万円 82,802 百万円 93,597 百万円 
営業利益 18,727 百万円 23,250 百万円 24,508 百万円 
当期純利益 10,758 百万円 13,209 百万円 8,586 百万円 
１株当たり当期純利益 90.08 円 104.57 円 63.98 円 
１株当たり配当金 27.00 円 33.00 円 34.00 円 
１株当たり株主資本 1,403.39 円 1,557.05 円 1,585.35 円 
（注）承継会社の日立カードサービス株式会社は平成 14 年 10 月 1 日に設立しており、最初の 

事業年度を終了しておりません。 
 

４．分割する事業部門の内容 

  （１）カード事業部門の内容： 
        クレジットカード業 
 

  （２）カード事業部門の平成 14 年３月期における経営成績： 
 カード事業部門（ａ） 当社平成 14 年３月期実績（ｂ） 比率（ａ/ｂ） 
営業収益 896 百万円 93,597 百万円 0.96 ％ 
営業利益 16 百万円       24 ,508 百万円 0.07 ％ 
 
  （３）分割資産、負債の項目および金額（平成１４年３月３１日現在）： 

資  産 負  債 
項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産 4,837 百万円 流動負債 4,948 百万円 
固定資産 815 百万円 固定負債 4 百万円 

 

５．分割後の当社の状況 

  （１）商      号：変更ありません。 
  （２）事業 内 容：変更ありません。 
  （３）本店所在地：変更ありません。 
  （４）代  表  者：変更ありません。 
  （５）資  本  金：変更ありません。 
  （６）総  資  産：1,745,300 百万円。 
                    当分社化における影響額および本日別途開示した「合併に関するお知らせ」に

よる合併の影響額を加味しております。 
なお、これらの影響額は軽微であります。 

  （７）決  算  期：変更ありません。 
  （８）業績に与える影響： 

軽微であります。 
 

以   上  


